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平成２８年第８回庁議提案  審議・報告・その他 

                     提 出 日：平成２８年７月１９日 

                     担当部・課：健康部介護保険課〔内線２４３２〕 

① 件  名 

 

石巻市介護ロボット等導入支援特別事業について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背  景】 

  介護職は他業種よりも賃金水準が低いことに加え、身体的・精神的な労働負担も大きく、人材不足

が続いている。 

 

 

【目  的】 

 介護ロボットの導入を支援するため、導入する際の経費を助成し、介護従事者の介護負担の軽減を

図るとともに、働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的とする。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱（国） 

  

〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕  

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

・平成２８年３月 ９日「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整 

            備推進交付金実施要綱」一部改正通知（厚生労働省老健局長通知） 

・平成２８年６月 ７日 介護ロボット等導入支援事業特例交付金内示 

・平成２８年６月２８日 内示を受け事業所へ交付申請（予定）額等に係る調査 

 

⑤ 主な内容 

 

１ 補助対象となる介護ロボット 

 次の（1）～（3）のすべての要件を満たすこと。 

（1）目的要件 

日常生活における、①移乗介護、②移動支援、③排泄支援、④見守り、⑤入浴支援のいずれか

の場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるもの。 

（2）技術的要件 

    経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された介護ロボット。 

（3）市場的要件 

    販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。 

 

２ 補助金 

   1 機器あたり２０万円以上の介護ロボット購入費とし、１事業所につき３００万円を上限に予算

の範囲内で市長が定める額。補助率１０/１０ 

  ※リースの場合は１年分の費用に限る。(平成２８年度の交付対象期間は平成２９年３月３１日ま

で) 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

  

【効果】 

  介護事業者が介護ロボットを使用することにより、介護従事者の負担軽減を図り、働きやすい職

場環境を整備し、介護従事者の確保につながる。 

  

【財源措置】 

  平成２８年度（平成２７年度補正予算繰越分）地域介護・福祉空間整備推進交付金（介護ロボッ

ト等導入支援事業特例交付金） 

  ９２７，０００円×５法人＝４，６３５，０００円（内示額） 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

  

仙台市・角田市は６月補正予算措置。その他、大崎市、登米市、東松島市等近隣市は９月補正予

算措置の予定とのこと。 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

【今後の予定】 

平成２８年９月 第３回定例会に関連補正予算提案 

予算議決後、石巻市介護ロボット等導入支援特別事業費補助金交付要綱制定 

⑨ その他 

 

 

 


